
 

2010 年 10 月 12 日 

日立キャピタル損害保険株式会社 

 

リビングエール発売に伴う長期就業不能所得補償保険の既契約者さまへのお知らせ 

 

弊社は、長期就業不能所得補償保険について、これまでお客さまの職種に応じて１～４級の

料率を適用していましたが、保険始期日が２０１１年１月１日以降の契約から、この職種別の

料率を廃止して最も安い１級の料率に一本化し、新たなペット・ネーム 「リビングエール」

での販売を開始します。 

既にご契約いただいている長期就業不能所得補償保険契約については、現契約の満了までは

保険料を変更せず、２０１１年１月１日以降に継続されるご契約からリビングエールの保険料

を適用します。 

現契約の職種級が２～４級のご契約については、現契約を解約してリビングエールに加入し

直せば保険料が安くなる場合がありますが、現契約の契約時より年齢が上がっているために加

入し直しても安くならないことや、お客さまに再度契約手続をしていただくご負担があります。 

詳しくはお問い合わせください。 

 

－本件に関するお問い合わせ先－ 

日立キャピタル損害保険株式会社 営業開発２部 フリーダイヤル 0120-777-970 

TEL：03-5276-5602／ FAX：03-5276-5609  URL：http://www.hitachi-ins.co.jp/ 

 

 

以上 


